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産業廃棄物収集運搬業者に対する業の許可取消処分を行いました

次の産業廃棄物収集運搬業者について、平成２１年１２月９日に廃棄物の処理及び清掃

に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」という。）に基づき許可の取消処

分を行いました。

１ 被処分者

（１）住 所 岐阜県岐阜市薮田南一丁目３番１０号

（２）氏 名 株式会社朝日商事 代表取締役 五十川 孝雄
い か が わ た か お

２ 許可内容

産業廃棄物収集運搬業

・許可年月日 平成１７年１１月１０日（新規）

・許可番号 ０２１０１１２１８６７

・産業廃棄物の種類 がれき類 以上１種類

３ 行政処分の内容

産業廃棄物収集運搬業の許可の全部取消し

４ 取消年月日

平成２１年１２月９日

５ 取消しの理由

被処分者は、平成２１年１１月２０日に岐阜地方裁判所において破産手続の

開始決定を受けた。

本事実は、法第１４条の３の２第１項第１号に規定する法第１４条第５項第２

号イにおいて準用する法第７条第５項第４号イの欠格要件に該当するため。



＜参考資料＞

（許可の取消し）

第十四条の三の二 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者

が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。

一 第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたとき。

（産業廃棄物処理業）

第十四条

５ 都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでな

ければ、同項の許可をしてはならない。

二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

イ 第七条第五項第四号イからトまでのいずれかに該当する者

（一般廃棄物処理業）

第七条

５ 市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなけれ

ば、同項の許可をしてはならない。

四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの


